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地域包括支援
センター

＊小城町の人＊
おたっしゃ本舗 小城北

☎73・2172

＊三日月町の人＊
おたっしゃ本舗 小城

☎37・6108

＊牛津町・芦刈町の人＊
おたっしゃ本舗 小城南

☎66・6376
問合せ

10月もの忘れ相談会

日時： 10月17日（火）
　　　①14時～15時
　　　②15時～16時
場所：小城市役所
　　　相談室５

� ☎37・6108要予約

認知症サポート医がもの
忘れの相談に応じます。

オレンジカフェ・サロン
の開催

認知症の人やその家族、地域の人など
の相談、交流、つどいの場です。

オレンジカフェ
10月21日（土）

13時30分～15時30分
会場：ゆめぷらっと小城（小城町）
� ☎37・6108要予約

オレンジサロン
10月２日（月）・16日（月）

10時～15時
会場：ひまわり（芦刈町）
� ☎66・5566

10月４日（水）・18日（水）
10時～15時

会場：きらら（三日月町）
� ☎37・6108

10月14日（土）10時～13時
会場：孟子会�通所リハビリ
センター（三日月町）

� ☎73・8022

10月25日（水）
10時30分～12時

会場：牛津公民館（牛津町）
� ☎66・1228

要予約 要予約

要予約 要予約

介護保険について ～地域で安心して暮らす、みんなで支えあう制度です～

　介護保険は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度で、「介護」を社会全体で支える
仕組みです。40歳以上の皆さんが加入者（被保険者）となり、保険料を納めます。介護が必要になっ
たときには、費用の一部（１～３割）を負担することで介護保険サービスを利用できます。

「在宅で利用するサービス」と「施設に入所して利用するサービス」に大きく分かれてい
ます。代表的なものとして、「在宅で利用するサービス」には、以下のサービスがあります。

施設に通って利用するサービス

介護保険サービスには、どのようなものがあるの？Q

A

介護保険サービスを
利用するためには、
介護保険の認定が
必要です。
ご相談は、各地区の
おたっしゃ本舗へ
お願いします。

通所介護（デイサービス）
食事や入浴、運動や交流などの日常
生活支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション（デイケア）

福祉用具貸与・購入
日常生活に必要な福祉用具の貸与や購入を
一部負担します。

住み慣れた自宅で生活が続けられるように
手すりを設置するなど、費用を一部負担し、
住環境を整えます。

自宅を訪問してもらうサービス

訪問介護（ホームヘルプ）
ホームヘルパーが、身体介護（食事、入
浴介助）や生活援助（掃除、洗濯、買い
物など）を行います。

訪問リハビリテーション
自宅でリハビリテーションを行います。

短期入所生活介護
（ショートステイ）

短期間施設に泊まる

短期間施設に入所し、食事や
入浴など日常
生活支援を
行います。

住宅改修

日常生活支援に加え、リハビリテー
ションを日帰りで行います。

医師の指導のもとでの助言、管理サービス

居宅療養管理指導
病院・診療所・薬局から訪問し、療養上
の管理や指導を行います。

訪問看護
看護師などが自宅を訪問して、療養上
の世話や診療の補助を行います。
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